
  

 
 

令和 4年 11月 25日 

 

 

 

12 月 20 日（火）宿泊分を期限としていた「いば旅あんしん割（全国旅行支援）」
の実施期間を 12月 27日（火）宿泊分まで延長します。 
なお、11 月 25 日に国（観光庁）から発表のありました「年明け以降の観光需要

喚起策の実施」については、制度の詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。 
 

○ 実施期間の延長について 

 12 月 27 日（火）宿泊分（12/28 チェックアウト分）まで延長します。 

 

延長前期限 延長後期限 

12月 20 日（火） 12 月 27日（火） 
 
【参考】「いば旅あんしん割（全国旅行支援）」の概要 
（１）実施期間 
  令和 4 年 10 月 11 日（火）から令和 4 年 12 月 27 日（火）宿泊分（12/28 チェックア

ウト分）まで 
（２）利用条件 
  「ワクチン接種済（3回）」又は「検査で陰性」を条件 
（３）支援内容 
①国内居住者による茨城県内の旅行を支援。（宿泊は同一旅行で７泊分まで） 

 ②宿泊・旅行代金の 40％を割引。ただし、以下の上限を設定。 
  ・交通付き宿泊旅行商品：上限 8,000円/人泊 
  ・上記以外（日帰り旅行商品を含む）：上限 5,000円/人泊 
 ③地域応援クーポン券を配付。 
  ・クーポン配付額：平日 3,000円/人、休日 1,000円/人 
  ・クーポン利用期限：令和 4年 12月 28日（水）まで 
 ④体験観光チケットの配付（県独自支援策） 
  8,500 円以上の宿泊の場合は、上記の支援内容に加え、県内の体験観光施設などで使

える 2,000円分のチケットを配付（先着 5万名、無くなり次第終了） 

日帰り又は 
宿泊旅行 

※チケットは宿泊のみ 

いば旅あんしん割（全国旅行支援） 
体験観光 
チケット 
１人１旅行 

割引率 
割引額上限 地域応援 

クーポン券 
１人１泊 

交通付 
宿泊 

左記 
以外 

【平日・休日】 
8,500円 

40％ 8,000円 5,000円 

【平日】 
3,000円 

 
【休日】 
1,000円 

2,000円 

【平日】 
5,000円以上 
【休日】 

2,000円以上 

なし 

 ※「交通付宿泊」は旅行会社が販売する片道50km以上の交通付き宿泊旅行商品など 
 
 

【本件に関するお問い合わせ先】   
茨城県営業戦略部観光物産課  誘客・フィルムコミッション G  
担当 ：長谷川、小川         電話：029-301-3622 FAX:029-301-3629 

「いば旅あんしん割」公式ホームページ https://ibatabi.jp/ 
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『いば旅あんしん割（全国旅行支援）』 
実施期間の延長について 


